
南部箕蚊屋広域連合告示第17号

令和３年第３回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会を次のとおり招集する。

令和３年５月11日

南部箕蚊屋広域連合長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和３年５月21日（金） 午前11時00分

２．場 所 南部町役場 法勝寺庁舎 議場

３．付議事件

（１）専決処分の承認を求めることについて

（２）南部箕蚊屋広域連合監査委員の選任について

○開会日に応招した議員

大 床 桂 介 前 田 昇

一 橋 信 介 荊 尾 芳 之

山 路 有 勝 部 俊 徳

景 山 浩 乾 裕

真 壁 容 子 細 田 元 教

○応招しなかった議員

な し
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令和３年 第３回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会会議録（第１日）

令和３年５月21日（金曜日）

議事日程

令和３年５月21日 午前11時開会

日程第１ 仮議席の指定

日程第２ 議事日程の宣告

日程第３ 議長の選挙について

本日の会議に付した事件

日程第１ 仮議席の指定

日程第２ 議事日程の宣告

日程第３ 議長の選挙について

日程第４ 議席の変更

日程第５ 会議録署名議員の指名

日程第６ 会期の決定について

日程第７ 副議長の選挙について

日程第８ 総務民生常任委員会委員の選任について

日程第９ 総務民生常任委員会委員長互選結果の報告

日程第10 議会運営委員会委員の選任について

日程第11 議会運営委員会委員長、副委員長互選結果の報告

日程第12 議案第８号 専決処分の承認を求めることについて

日程第13 議案第９号 南部箕蚊屋広域連合監査委員の選任について

日程第14 閉会中の継続調査の申し出について＜議会運営委員会＞

出席議員（10名）

１番 大 床 桂 介 ２番 前 田 昇

３番 一 橋 信 介 ４番 荊 尾 芳 之

５番 山 路 有 ６番 勝 部 俊 徳
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７番 景 山 浩 ８番 乾 裕

９番 真 壁 容 子 10番 細 田 元 教

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

職務のため出席した者の職氏名

書記長 藤 原 宰 書記 三 宅 祐 志

書記 田 中 遥 香

説明のため出席した者の職氏名

広域連合長 陶 山 清 孝 事務局長 中 原 孝 訓

事務局次長 舩 橋 美 香

午前１１時００分

○臨時議長（一橋 信介君） 一橋でございます。地方自治法第１０７条の規定により、出席議員

中の年長の議員をもって、臨時の議長の職務を行います。どうか協力よろしくお願いいたします。

午前１１時００分開会

○臨時議長（一橋 信介君） ただいまの出席議員数は１０人です。地方自治法第１１３条の規定

による定足数に達しておりますので、令和３年第３回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会を開会いた

します。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 仮議席の指定

○臨時議長（一橋 信介君） 日程第１、仮議席の指定を行います。

本年４月３０日に伯耆町議会議員の任期が満了になったことに伴い、南部箕蚊屋広域連合規約

第８条の規定により、伯耆町議会から勝部俊徳議員、一橋信介議員、乾裕議員、大床桂介議員が

南部箕蚊屋広域連合議員に選出されました。また、日吉津村議会選出議員の変更により、山路有
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議員、前田昇議員が南部箕蚊屋広域連合議員に選出されました。

議席の指定は、会議規則第４条の規定により、議長において指定することとされておりますの

で、議長の選挙が終了し、議長が就任するまで、ただいま御着席の議席を仮議席として指定いた

します。

・ ・

日程第３ 議長の選挙について

○臨時議長（一橋 信介君） 日程第３、議長の選挙についてを行います。

選挙は投票で行います。議場の出入口を閉鎖します。

〔議場閉鎖〕

○臨時議長（一橋 信介君） それでは、暫時休息いたします。

午前１１時０２分休憩

午前１１時０８分再開

○臨時議長（一橋 信介君） それでは、再開いたします。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条２項の規定により、立会人に１番、大床桂介君、２番、前田昇君を指名いた

します。

投票用紙をお配りします。念のために申し上げておきますが、投票は単記無記名であります。

〔投票用紙配付〕

○臨時議長（一橋 信介君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

ないようですので、配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○臨時議長（一橋 信介君） 異状なしと認めます。

ただいまより投票を行います。

書記長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票をお願いいたします。

○書記長（藤原 宰君） 御記入のほうはよろしいでしょうか。

それでは、読み上げさせていただきます。

〔書記長点呼、議員投票〕
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１番 大床 桂介議員 ２番 前田 昇議員 ３番 一橋 信介議員

４番 荊尾 芳之議員 ５番 山路 有議員 ６番 勝部 俊徳議員

７番 景山 浩議員 ８番 乾 裕議員 ９番 真壁 容子議員

10番 細田 元教議員

○臨時議長（一橋 信介君） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（一橋 信介君） 投票漏れなしと認めます。よって、投票を終了しました。

これより開票を行います。

大床桂介君、前田昇君の開票の立会いをお願いいたします。

〔開 票〕

○臨時議長（一橋 信介君） それでは、選挙の結果を報告いたします。

投票総数１０票、そのうち有効投票１０票、無効投票はありません。

有効投票のうち、勝部俊徳君８票、真壁容子君２票。

以上のとおりであります。

会議規則第３２条第３項の規定により、立会人に投票の効力について意見をお聞きいたします。

投票の効力について、意見がございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○臨時議長（一橋 信介君） この選挙の法定得票数は３票であります。よって、勝部俊徳君が議

長に当選されました。

議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

○臨時議長（一橋 信介君） ただいま議長に当選された勝部俊徳君が議場におられますので、会

議規則第３３条２項の規定により、告知いたします。

議長に当選されました勝部俊徳君に、当選の承諾及び挨拶をお願いいたします。

○議員（６番 勝部 俊徳君） 失礼いたします。皆様方の御推挙を賜り、本当にありがとうござ

いました。また、皆様方とともに議案審議等の重責を果たしてまいりたいと思います。どうぞ改

めましてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○臨時議長（一橋 信介君） 以上をもちまして、臨時議長の職務は全て終了いたしました。御協

力誠にありがとうございました。

－５－



暫時休息をいたします。以上です。

午前１１時１９分休憩

午前１１時３７分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、再開いたします。

・ ・

○議長（勝部 俊徳君） お諮りいたします。本日の議事日程につきましては、お手元に配付のと

おり追加日程を、議事日程に追加したいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。したがって、本日の議事日程は、お手元に配付

の追加日程のとおり追加することに決しました。

・ ・

日程第４ 議席の変更

○議長（勝部 俊徳君） 日程第４、議席の変更を行います。

会議規則第４条第３項の規定により、議席をお手元に配付しました議席表のとおり変更いたし

ました。

・ ・

日程第５ 会議録署名議員の指名

○議長（勝部 俊徳君） 日程第５、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において次の２人を指名いたしま

す。

１番、大床桂介議員、２番、前田昇議員。以上でございます。

・ ・

日程第６ 会期の決定について

○議長（勝部 俊徳君） 日程第６、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日間と決定いたしまし

た。
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・ ・

日程第７ 副議長の選挙について

○議長（勝部 俊徳君） 日程第７、副議長の選挙についてを議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、副議長の選挙は、指名推選で行うこと

に決定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたし

ました。

それでは、副議長に景山浩議員を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました景山浩議員を、南部箕蚊屋広域連合議会

副議長の当選人と定めることについて、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。したがって、景山浩議員が南部箕蚊屋広域連合

議会副議長に当選されました。

ただいま当選されました景山浩議員が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定

によって、当選の告知をいたします。

景山浩議員に当選の承諾並びに挨拶を、前に出ていただいてよろしくお願いいたします。

○議員（６番 景山 浩君） ただいま副議長に選出をいただきました景山浩でございます。議

長を補佐し、南部箕蚊屋広域連合並びに介護保険制度を精いっぱい守るべく努めてまいりたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

・ ・

日程第８ 総務民生常任委員会委員の選任について

○議長（勝部 俊徳君） それでは、日程に入ります。日程第８、総務民生常任委員会委員の選任

についてを議題といたします。

お諮りいたします。総務民生常任委員会委員の選任については、委員会条例第８条第２項の規
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定により、議長において指名いたします。

総務民生常任委員に勝部俊徳、一橋信介議員、乾裕議員、大床桂介議員、山路有議員、前田昇

議員、以上を指名いたします。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、総

務民生常任委員に選任することに決定いたしました。

それでは、ただいま選任されました総務民生常任委員会の委員長及び副委員長の互選のため、

委員会をお開きいただきたいと思います。

暫時休憩をいたします。

午前１１時４１分休憩

午前１１時４１分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、再開いたします。

・ ・

日程第９ 総務民生常任委員会委員長互選結果の報告

○議長（勝部 俊徳君） 日程第９、総務民生常任委員会委員長互選結果の報告をいたします。

総務民生常任委員長に乾裕議員が報告されました。

以上で報告を終わります。

・ ・

日程第１０ 議会運営委員会委員の選任について

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１０、議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。

お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定に

より、議長において指名をいたします。

議会運営委員に乾裕議員、山路有議員、前田昇議員を指名いたします。これに御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、議

会運営委員に選任することを決定いたしました。

それでは、ただいま選任されました議会運営委員会の委員長、副委員長互選のために、委員会

をお開きいただきたいと思います。
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暫時休憩いたします。

午前１１時４２分休憩

午前１１時４２分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、再開いたします。

・ ・

日程第１１ 議会運営委員会委員長、副委員長互選結果の報告

○議長（勝部 俊徳君） 議会運営委員会委員長に山路有議員、副委員長に乾裕議員。以上で報告

を終わります。

暫時休憩します。御相談します。再開は５０分でいかがと思いますが、どうでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

じゃあ、休憩いたします。５０分、再開いたしますので、よろしくお願いいたします。

午前１１時４３分休憩

午前１１時５０分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、改めて、再開をいたします。

・ ・

日程第１２ 議案第８号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１２、議案第８号、専決処分の承認を求めることについてを議題

といたします。

連合長から提案理由の説明を求めます。

連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。

それでは、議案第８号について、御提案をいたします。

まず、専決処分の承認を求めることについてでございます。地方自治法第２９２条において準

用する同法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたいので、同法同条第３

項の規定により、これを議会に報告し、承認を求めるものでございます。なお、専決処分は、令

和３年３月３１日付でございます。

内容につきましては、南部箕蚊屋広域連合介護保険条例の一部を改正するもので、令和２年度

に引き続き、令和３年度においても新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこ
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と等による介護保険の第１号保険料の減免を実施するため、所要の改正を行うものでございます。

詳細につきましては、事務局長のほうから説明させます。

○議長（勝部 俊徳君） 中原事務局長。

○事務局長（中原 孝訓君） 事務局長でございます。

専決処分の承認を求めることについて、内容の詳細を御説明いたします。

介護保険条例の一部を改正する内容につきましては、減免対象となる保険料を令和４年３月３

１日までに納期限等が定められている保険料に拡大し、令和３年度分の保険料の減免要件に用い

る合計所得金額の定義を、平成３０年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直し

等を反映させたものに改正するものでございます。

また、そのほか、字句の改正も行っております。

施行期日は公布の日からとし、公布を令和３年３月３１日に行っております。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 以上で執行部より提案理由の説明は終わりましたので、これより質疑を

許します。質疑のある方は挙手の上、発言をしてください。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 質疑なしと認めます。以上で質疑を終結いたします。

それでは、次に討論を行います。

まず、原案に反対の皆さんの発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論を終結いたします。

これより議案第８号、専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。

議案第８号は、原案のとおり承認することについて、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。

・ ・

日程第１３ 議案第９号

○議長（勝部 俊徳君） 次に、日程第１３、議案第９号、南部箕蚊屋広域連合監査委員の選任に

ついてを議題といたします。

地方自治法第１１７条の規定によって、前田昇議員の退場を求めます。

－１０－



〔２番 前田 昇君退場〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、連合長から提案理由の説明を求めます。

連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。

それでは、議案第９号、南部箕蚊屋広域連合監査委員の選任について御提案をいたします。

南部箕蚊屋広域連合監査委員として下記の者を選任したいので、地方自治法第２９２条におい

て準用する同法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

お名前は前田昇、住所、生年月日は記載のとおりでございます。なお、任期は令和５年４月２

９日まででございます。どうぞよろしくお願いいたします。（「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あ

り）

○議長（勝部 俊徳君） 休憩いたします。

午前１１時５５分休憩

午前１１時５６分再開

○議長（勝部 俊徳君） それじゃあ、皆さん、それでは、再開いたします。

それでは、監査委員の提案理由が述べられましたので、これに対しまして御質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 質疑なしと認めます。

それでは、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより議案第９号、南部箕蚊屋広域連合監査委員の選任についてを採決いたします。

議案第９号は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり同意されました。

前田昇君の入場をお願いいたします。

〔２番 前田 昇君入場〕

－１１－



・ ・

日程第１４ 閉会中の継続調査の申し出について

○議長（勝部 俊徳君） それでは、日程第１４、閉会中の継続調査の申し出についてを議題とい

たします。

お諮りいたします。議会運営委員長、山路有議員から、閉会中も次期定例会の日程等について

十分調査を行う必要があると調査の申出がありましたので、これを許可することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、山路有議員からの申

出のとおり、閉会中の継続調査に付することと決しました。

・ ・

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもちまして今期臨時会の会議に付議されました議案は全て議了い

たしました。よって、令和３年第３回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会を閉会いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。

これをもちまして令和３年第３回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会を閉会いたします。

午前１１時５８分閉会
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